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政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地

自由民主党石岡中央支部 大和田　寛樹 大栗　豊 茨城県石岡市東石岡３丁目１５番３号

浅野たかお後援会 佐藤　進 小松崎　昭三 茨城県石岡市国府７－５－１０

あらいさとる後援会 新井　暁 新井　暁 茨城県筑西市乙８２２－６

飯田英樹後援会 飯田　英樹 飯田　留男 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町１０５２－２

一生涯安心なまちをつくる会 塚田　砂与 杉山　イネ 茨城県筑西市下中山３８１－１

茨城県医師連盟猿島支部 芝田　佳三 村田　靖 茨城県猿島郡五霞町山王３６８

岩沢しん後援会 岩澤　信 岩澤　信 茨城県取手市東６－２９－１０

大木としろう後援会 大木　俊郎 大木　宏美 茨城県土浦市真鍋６－２９－６４

大津亮一後援会 大津　武 川津　美穂 茨城県水戸市全隈町８４１番地

大野まさのり後援会 大野　政則 大野　有規 茨城県潮来市日の出７丁目１７－１３

小川勝夫後援会 江口　孝史 小川　奈歩 茨城県水戸市下大野町３７５４－１

おにざわ治男後援会 平沼　喜則 根本　節子 茨城県鉾田市上沢１３３６－８

小沼勝後援会 小沼　勝 小沼　昭一 茨城県鉾田市箕輪２８４５－２

小美玉新党 渡部　亜衣 村田　大地 茨城県小美玉市羽鳥７３７

柏しゅうこ後援会 青木　龍太郎 菊池　尚子 茨城県水戸市水府町１３７６

活力あふれる那珂市をつくる会 小野崎　洋治 引田　克治 茨城県那珂市静１２０４

川又まさとし後援会 川又　正寿 川又　正寿 茨城県水戸市大場町４４６１－２

久保田豊後援会 久保田　豊 久保田　豊 茨城県鉾田市鉾田２２６８番地２

五霞町の未来を考える会 板橋　英治 板橋　由佳里 茨城県猿島郡五霞町川妻２３２－２

後藤潤一郎後援会 宇田　崇人 山本　はつえ 茨城県神栖市知手４６７８－３６

小林祥宏後援会 加藤木　正道 高須　丹 茨城県東茨城郡城里町孫根３３４－２

桜井ゆうた後援会 櫻井　裕太 五十嵐　壮人 茨城県石岡市旭台３－２１－９

佐々木りかをささえる会 鈴木　昭夫 稲葉　光輝 茨城県古河市下大野２７５６－８

さわやかな風八千代 高塚　孝一 浜名　　進 茨城県結城郡八千代町大字平塚３３６１番地２

下妻と共にあゆむ会 斉藤　秀雄 安田　孝之 茨城県下妻市若柳乙３４９－２

彰義会 今泉　広勝 和田　昭憲 茨城県鉾田市箕輪１７０８

承燈会（かんののりまさ後援会） 菅野　哲正 菅野　哲正 茨城県石岡市国府４－５－３９

好きです古河市民の会 鈴木　昭夫 稲葉　光輝 茨城県古河市下大野２７５６－８

すわやすのり後援会 諏訪　泰則 諏訪　しづ子 茨城県古河市稲宮１１３６番地

政治結社緋皇会 小嶋　良太 鈴木　浩司 茨城県筑西市海老江２一８８－２

税理士による葉梨康弘後援会 秋元　久典 石橋　大輔 茨城県取手市白山３丁目２番１２号

関根けんすけ後援会 関根　健輔 関根　健輔 茨城県東茨城郡大洗町五反田６４８

大好き古河の会 鈴木　昭夫 稲葉　光輝 茨城県古河市下大野２７５６－８

高野かなめ後援会 佐藤　健 高橋　栄治 茨城県石岡市行里川２８番３８号

田中けいいち後援会 根本　政弘 根本　政弘 茨城県守谷市百合ケ丘１丁目２３６６番地３２

筑西栄須会 飯島　美佐 飯島　美佐 茨城県筑西市飯島５５０－２

チャレンジャー 野村　又七 野村　又七 茨城県下妻市加養３３４４－４

土浦市民のみなさまと共に歩みを進める会 米山　昌也 宝田　卓士 茨城県土浦市右籾２３４０－２８

鴇田正信後援会 鴇田　正信 鴇田　正信 茨城県潮来市潮来３０７４

中山一生後援会（中山会） 柴田　淳 柴田　淳 茨城県龍ケ崎市新町４５３１

なかよしみらい会 中村　善行 中村　善行 茨城県坂東市岩井４６３９

根崎としお後援会 根崎　敏夫 根崎　弘子 茨城県東茨城郡茨城町小鶴２０１０－１

まえかわ航太朗後援会 前川　航太朗 鬼澤　俊貴 茨城県水戸市千波町１６８－２５

松本勝久後援会 鬼澤　絋一 松本　宏昌 茨城県水戸市東野町１３５

村上典男後援会 桑野　郭延 村上　忠義 茨城県笠間市大田町９０６

山下久徳と明るい町をつくる会 山下　久徳 山下　久徳 茨城県土浦市荒川沖東２丁目２３－３１

山西まさき後援会 小沼　隆弘 大須賀　真寛 茨城県東茨城郡茨城町宮ケ崎４５２－１

楽珍ファミリー 相澤　保男 笠原　文子 茨城県つくばみらい市東楢戸９６４

龍ヶ崎を元気にする会 桜井　速人 桜井　絵美子 茨城県龍ケ崎市若柴町３０１６

老後のくらしを考える会 大内　博文 大内　博文 茨城県ひたちなか市高場３丁目１９番地１

　以下の団体は、政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第２項の規定により、令和７年４月１日以降、
政治活動（選挙運動を含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条第３
項の規定に基づき公表します。

茨城県選挙管理委員会委員長　　星野　学


